
2021年度経済産業省・総務省・JIPDEC共催プライバシーガバナンスセミナーの開催

日 時 ：2022年2月25日（金）14:00～16:30
場 所 ：オンライン（Teams Live Event）
共 催 ：経済産業省、総務省、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（略称：JIPDEC）
後 援 ：個人情報保護委員会・一般社団法人日本取締役協会・公益社団法人日本監査役協会・日本弁護士連合会・

日本組織内弁護士協会・経営法友会・一般社団法人日本内部監査協会・
特定非営利活動法人日本システム監査人協会・日本公認会計士協会・一般財団法人リスクマネジメント協会

開催概要

プログラム

①開会挨拶
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課 課長 小川 久仁子

②「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」のご紹介
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課 専門職、弁護士 呂 佳叡

③プライバシーガバナンスの構築と実践のポイント
PwCあらた有限責任監査法人 システム・プロセス・アシュアランス パートナー 平岩 久人氏

④ 内部統制の観点から見たプライバシーガバナンス
英知法律事務所 弁護士 森 亮二氏

⑤改正越境移転ルールの施行に向けて
個人情報保護委員会 事務局 企画官 矢田 晴之氏

⑥企業のプライバシーガバナンスモデル検討会有識者委員によるパネルディスカッション
佐藤 一郎氏（国立情報学研究所 情報社会相関研究系 教授）
宍戸 常寿氏（東京大学 大学院法学政治学研究科 教授）
森 亮二氏（英知法律事務所 弁護士）
板倉 陽一郎氏（ひかり総合法律事務所 弁護士）
日置 巴美氏（三浦法律事務所 弁護士）
平岩 久人氏（PwCあらた有限責任監査法人 システム・プロセス・アシュアランス パートナー）

⑦世界の潮流、企業に求められる今後の期待
Dr. Ann Cavoukian（Executive Director of the Global Privacy and Security by Design Centre）

⑧閉会挨拶：
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長 須賀 千鶴

2022年2月25日、以下の通り、2021年度経済産業省・総務省・JIPDEC共催プライバシーガバナンスセミナー
「加速するDX時代、プライバシーへの取組を能動的に進めていくには ～コーポレートガバナンス・内部統制の
観点からのプライバシーガバナンスの実装～」を開催しました。総務省からプライバシーガバナンスガイドブッ
クver1.2及びアンケート調査結果詳細報の解説、「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」の有識者委
員による講演・パネルディスカッション、個人情報保護委員会事務局からの話題提供を実施しました。

2021年度経済産業省・総務省・JIPDEC共催プライバシーガバナンスセミナー
加速するDX時代、プライバシーへの取組を能動的に進めていくには
～コーポレートガバナンス・内部統制の観点からのプライバシーガバナンスの実装～

※ IoT推進コンソーシアム「データ流通促進ワーキンググループ」の下に設置した、「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」（座長：佐藤一郎国立情報学
研究所教授）において、Society5.0の時代における企業の役割、プライバシーの考え方、企業のプライバシーガバナンスの重要性を前提に、「経営者が取り組
むべき三要件」や「プライバシーガバナンスの重要事項」について議論を行い、2020年8月に「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック
ver1.0」として公開。その後、企業がプライバシーガバナンスを構築する上で参考となる具体的な事例を更新した「DX時代における企業のプライバシーガバナ
ンスガイドブックver1.1」を2021年7月に、「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.2」を2022年2月に公開した。

➢ 経済産業省プレスリリース https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220218001/20220218001.html

➢ 総務省プレスリリース https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000140.html
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2021年度経済産業省・総務省・JIPDEC共催プライバシーガバナンスセミナー

イベントレポート

本イベントは、「加速するDX時代、プライバシーへの取組を能動的に進めていくには～コーポレートガバナンス・内部統制の観点か

らのプライバシーガバナンスの実装～」と題し、総務省からプライバシーガバナンスガイドブックver1.2及びプライバシーに関する

アンケート調査結果（詳細報）についての紹介、「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」にて委員を務められた有識者から

の講演、座長を務められた佐藤一郎氏（国立情報学研究所情報社会相関研究系教授）の進行で、同検討会の有識者を交えたパネル

ディスカッションが行われた。また、個人情報保護委員会事務局からの話題提供に加え、Privacy by Designの提唱者であるアン・

カブキアン博士（Dr. Ann Cavoukian）からも話題提供いただいた。

加速するDX時代、プライバシーへの取組を能動的に進めていくには
～コーポレートガバナンス・内部統制の観点からのプライバシーガバナンスの実装～

総務省「DX時代における企業のプライバシーガ
バナンスガイドブックver1.2（2022年2月18
日発表）およびプライバシーに関するアンケー
ト調査結果（詳細報）について」

本イベントでは、まず、総務省より、2022年2月18日に発表し

た「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック

ver1.2」（以下、ガイドブック）について、ガイドブックの概要、

企業への弁護士等によるアドバイスにおけるプライバシーガバナ

ンスの観点の必要性に加え、ver1.1からver1.2に改訂されるにあ

たり、企業がプライバシーガバナンスを構築する上で参考となる、

実践的かつ多様な企業の具体的な事例をより充実させて欲しいと

いう声を受け、トヨタ自動車株式会社・ヤフー株式会社・セー

フィー株式会社・日本電気株式会社・株式会社資生堂・株式会社

ジェーシービーの事例を追加したことが紹介された。

加えて、2021年10月に速報版を公表した「プライバシーガバ

ナンスに関するアンケート調査結果」の詳細報の公表を2022年3

月に予定していることが紹介された。詳細報では、速報版を更に

掘り下げ、”海外売上の有無別“”従業員規模別“などの詳細な分析

結果を示すことが紹介された。

講演①
プライバシーガバナンスの構築と実践のポイン
ト
- PwCあらた有限責任監査法人 平岩 久人氏

「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」の委員を務め

られた平岩久人氏（PwCあらた有限責任監査法人）が登壇し、講

演を行った。

講演では、プライバシーガバナンスが求められる理由として、

社会的要請・企業価値への影響の高まり・プライバシーリスクの

特徴の3点を挙げられた。その上で、ガイドブックで提言される

“経営者が取り組むべき３要件”“５つの実施施策”を紹介し、それ

らを具体的に構築していくための考え方として、ITガバナンスを

参考に、ガバナンスとマネジメントの区別の重要性、経営陣の行

動としてのEDMモデルをご説明され、また、3 Lines Modelを概

観された。最後に、パーソナルデータの利活用による新たな企業

価値の創出には、プライバシーガバナンス（Comply & Explain）

を実践する組織体制が必要であることを述べられた。

講演②
内部統制から見たプライバシーガバナンス
- 英知法律事務所 森 亮二氏

「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」の委員を務め

られた森亮二氏（英知法律事務所）が登壇し、講演を行った。

講演では、まず、「ガバナンス」とは、対象のものが「正しく

確保される仕組みが作られ機能していること」と定義し、プライ

バシー問題により企業の役員が責任を負う可能性があること、他

方でプライバシー保護により企業の差別化が図れる時代になって

きていることといった背景に基づくプライバシーガバナンスの

必要性に言及された。その後、内部統制が問題となった裁判例と

して、大和銀行事件（大阪地裁H12.9.20）、ダスキン事件（大阪

地裁H16.12.16、大阪高裁H18.6.9、最高裁H20.2.12）を紹介さ

れ、事業規模に応じた内部統制を構築する必要がある旨を説かれ

た。その上で、ガイドブックにおける特徴的な内部統制として、

“経営者が取り組むべき３要件”“５つの重要項目”を紹介された。

中でも、ガイドブックでは情報収集の重要性が強調されていると

して、体制構築の際には、情報収集に力点を置くことが重要であ

ると述べられた。

講演③
改正越境移転ルールの施行に向けて
- 個人情報保護委員会事務局 矢田 晴之氏

個人情報保護委員会事務局からは、グローバル経済活動におけ

る事業者のプライバシー／データガバナンスにおいて重要な要素

である個人データの越境移転への対応に関係する話題提供として、

令和4年4月より施行される改正個人情報保護法の関係規定等の紹

介があった。外国にある第三者への個人データの提供時に、移転

先事業者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の

充実等が求められることになること、外国において個人データを

取り扱う場合に、当該外国の個人情報保護制度等を把握した上で

必要かつ適切な安全管理措置を講じ、これを公表等することが求

められること等が紹介された。

パネルディスカッション

「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」にて座長を務

められた佐藤一郎氏（国立情報学研究所 情報社会相関研究系 教授）

をモデレータとして、同検討会で委員を務められた宍戸常寿氏

（東京大学 大学院法学政治学研究科 教授）、平岩久人氏（PwC

あらた有限責任監査法人）、森亮二氏（英知法律事務所 弁護士）、

板倉陽一郎氏（ひかり総合法律事務所弁護士）、日置巴美氏（三

浦法律事務所 弁護士）にご登壇いただいた。

- コーポレートガバナンス・内部統制から見たプラ
イバシーガバナンス

まずは、講演を行った森亮二氏より、講演の補足とコメントが

あった。「まず、裁判所が内部統制構築義務違反を判断する時に、

それほど厳しい判断はしない点を強調したい。仮に結果として全

然上手くいかず、大きく炎上し、批判を受けてしまった場合で

あったとしても、内部統制構築義務違反になるとは限らない。こ

れは非常に意味があることなので、あまり神経質にならず、必要

と思われる施策に前向きに取り組んでいただきたい。また、社内

連携による情報収集についても強調したい。新しい分野のことな

どは法務部だけでは対応できないので、事業部門とテクノロジー

の話をする必要もある。加えて、新しい法制度に関する情報収集

もしなけばならないし、外部の情報を入れていく必要もある。情

報収集に主眼を置いて施策を進めれば、内部統制構築について、

裁判所からより合格だという判断を受けられる可能性が高まると

（※）「企業のプライバシーガバナンス」とは、プライバシー問題の適切なリスク管理と信頼の確保による企業価値の向上に向けて、経営者が積極的に
プライバシー問題への取組にコミットし、組織全体でプライバシー問題に取り組むための体制を構築し、それを機能させることをいいます。



イベントレポート（続き）

そういうわけにもいかない。ある大企業の話として、部門の性格

から攻めた意見を出してくるところもあるし、ディフェンシブな

意見が出てくることもあるので、そうしたことを踏まえて、構築

していると聞いたことがある。大きい会社でもそうなので、小さ

い会社では更に個人の個性による影響が強くなる。どんな人がど

んな役割を果たすといいのかを見定めつつ、いまやっていること

をベースにして使える仕組みを取り入れる。プライバシーマーク

やISMSはきちんと決まったものがあるので、それはそれでやらな

いといけないが、それをやるのであれば、＋αでどこまで、現場に

嫌がられずに、継続してできるかを踏まえて、やっていただくこ

とが重要である。弁護士が相談を受けてやる場合も、いま何を

やっていて、どんな人がいて、その人は何ができるのかという資

源の配分を考えなければならない。ちゃんと役割分担して動ける

人は、どんな人で、いつまでだったら、どういうことができるの

かを見定めてやっていく必要がある。そうした話し合いが終わっ

た段階でかなりの棚卸ができているけれども、まずはそれをやら

ずに、チェックリストだけを配って返せとやると、ただただ総務

部や法務部が嫌がられるだけで終わってしまうので、ダメである。

また、始めるときは「さあ始めるぞ」といって始めるので、優秀

な人をつけて、外にもコストを払ってやると思うが、PDCAを回

していくうちに、段々とリソースを割かなくなり、形骸化してい

く。弁護士は、最初の構築のところをお手伝いすることが多いが、

監査法人と違って、毎年見るわけではないので継続的に関わるこ

とが難しい。例えば、今度個人情報保護条例も一本化される。最

初はすごいパッションで作ったと思うが、20年経過すると担当者

が十代目になるなどして形骸化してきたために、一元化すること

になった。毎年毎年、様々な改正に対応しなければならないので

無理があり、こういうことが起こってしまう。PDCAは単なるお

題目ではなくて、人のサイクルも含めて考えていく必要があり、

「あの人が辞めたからダメ」というような状況を変えなければな

らない。大変だと思うが、最初に一生懸命考えてやると、割と取

組は続くのではないかと思う。その際に、ガイドブックの使える

ところを使ってもらえればと思う。」と述べられた。

日置巴美氏は、「プライバシーガバナンスの役割を分解すると、

最終的な目標は企業価値の向上であるが、リスク低減や信頼の確

保という機能が中間目標ではないかと思う。そのために、ルール

や体制を作ることがプライバシーガバナンス体制で、それを

チェックできる機能も組み込んでおかなければいけない。ISOな

どの規格を踏まえて、コンサルティングして作っていくものは、

必ずしも自走できる形にならない。規約はある、責任者が決まっ

ているというだけで、それ以上ではない。だから、継続性の観点

や自社に見合った形で、自社のワークフローに合わせて、どうい

う取組をしていくのか、どういう体制を作って、どう教育してい

くのか、周知していくのかがワンセットなのではないかと思う。

ガイドブックは課題の共有や洗い出し、予算獲得の際の他社事例

紹介などに利用できるのではないかと考えている。では、どう

いったところから始めるのか。大きな会社でも、いきなりフル

セットで対応しようとすると難しい。ITやデータ利活用を主要事

業としてきた会社は既存の体制からステップアップして対応し得

るかと思うが、製造業やメーカーがDXの観点からデータも活用し

始めようとしている時には、基礎になるような体制がない場合も

ある。その場合、データを扱っているような部署などで、一つモ

デルケースを作って、横展開する形もあるのではないかと思

う。」と述べられた。

- プライバシーガバナンスの実装における弁護士・
コンサルタント・監査の重要性

宍戸常寿氏は、「例えば、令和2年改正個人情報保護法の施行に

向けて、各分野でガイドラインが必要になる。電気通信事業分野

においては総務省でガイドラインの案を作っており、パブリック

コメントにかけているが、その解説にもこのガイドブックが引用

されている。

考えられる。」と述べられた。

同様に講演を行った平岩久人氏より、講演の補足とコメントが

あった。「プライバシーガバナンスの構築は企業価値の向上につ

ながるというメッセージを繰り返しお伝えさせていただいた。一

方、現実的な問題として、ガバナンスを構築・運用していく際は

コストと手間がかかるという指摘もいただいている。対処方針と

しては、コストの最小化と最適化となる。実務上、プライバシー

ガバナンスをゼロから構築することはあまり多くないと思う。実

際、構築支援をする際にも、まず、現状把握として、現在ある仕

組みや機能、体制やルールを理解した上で、プライバシーガバナ

ンスの構築に求められる機能などとのフィットアンドギャップ分

析を行って、既存の仕組みや機能を最大限活用しながら構築し、

足りないものをアドオンしていく。そのような構築の仕方が実務

上多いのではないだろうか。端的に言うと、使えるものは使って、

コストを最小化するのが一つの方向性だろう。もう一つは、講演

の中でITガバナンスと3 Lines Modelを紹介したが、いずれも価値

の創出、価値創造の寄与を目的にしている。プライバシーガバナ

ンスは、コストという側面もあるが、新しい価値創造のための

パーソナルデータを利活用した新サービスや新しいプロダクトが

あり、その実現のために必要な仕組みとしてのプライバシーガバ

ナンスであることから、両輪で評価して、経営者がコストを最適

化し続けられる仕組みを作り、組み込んでおくことが重要であ

る。」と述べられた。

宍戸常寿氏は、「プライバシー、あるいは広く一般化してデー

タ・情報の問題についていうと、内と外の関係、あるいは内と外

の相互浸透に気を付けながら、プライバシーのガバナンスを考え

ていくことがポイントである。平岩様のお話の中で“これまでの企

業のコーポレートガバナンスのために作られてきた仕組みを活か

しながら”という、具体的、かつ実践的な提言があった。その時に、

例えば、セキュリティ部門から作っていく形、あるいは法務部門

から作っていく形など、複数あり得る。セキュリティ部門から見

ていくと「守る」ということが非常に大切であったり、法務部門

だと外に向かってディフェンシブに振る舞うというようなことが

往々にして多いのではないかと思う。それをベースとしつつも、

企業の様々な方に入ってもらい、それぞれの企業が抱えるプライ

バシーに係るリスクやデータ戦略を考えながら、最適なガバナン

スの体制を構築していくということが求められる。特にこのガイ

ドブックが念頭に置いているDXを促進していく企業にとって、

データは、おそらくお金であるとか、それぞれの企業のサービス

などと同じくらい重要な投資資源ではないだろうか。利用者の信

頼を得ることなく、データを集めて使うということがそもそもで

きなくなってきている時代であろうと思う。そういった観点から

見ると、そのようなDXを進める企業がきちんとプライバシーを守

ることはただのコストではなく、投資の部分がある。これがガイ

ドブックの重要なメッセージの一つである。どんな企業の経営者

であっても、労務管理や資金調達は関係ないと言う方はおられな

いと思う。今後DXの時代にあっては、データの問題、あるいは

データに関する基本的なイロハの部分が、労務管理や資金調達の

ルールと同じように重要になっていくため、ガバナンスの体制を

構築する必要があるというところから考えてみてはどうだろうか。

最後に、企業が遵守すべき規範自体の外部環境が大きく変わって

きている。現在だと、ビジネスと人権指導原則のような外部規範

も非常に成長してきている中で、外界にきちんと目を向けて、そ

れに的確に対応するためにもガバナンス体制の構築が求められて

いるのではないか。」と述べられた。

板倉陽一郎氏は、「我々が作っているもののほか、様々な○○

ガバナンスがあり、その全てに対応しようとした時、現場からす

ると、何かよくわからないけど、たくさんのチェックリストが出

てきて、すぐ返せと言われ、「総務部嫌い」というようなことに

なりがちである。そうなってしまうと、全然面白くないし、何で

やっているのかも分からなくなる。リソースの話も平岩様から

あったが、導入の際には、どんな資源が社内にあって、いつまで

にやらなければならないのかという時間の問題もある。時間は重

要で無限にあれば何でもできるだろうけれども、
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また、東京都ではデータプラットフォーム事業が推進されており、

そこでもガイドブックは引用されている。先程投資という話をし

たが、DXを進めていくためにデータをどう使っていくか、そのた

めにプライバシーガバナンスをどう作っていくかという攻めのガ

バナンスが必要になってきている時に、このガイドブックが共通

言語になっているところがあるのではないかと思う。必ず従わな

ければならないルールというより、ガイドブックを共通言語化す

ることで、官民や民間同士などで情報交換を行う際のコストの削

減につながっている部分もあるのではないかと思う。また、それ

ぞれの企業の在り方にもよるが、全ての設計が済んで、ローンチ

する際にチェックするというよりも、財やサービスの最初のデザ

インの段階から、プライバシーの問題を考慮し、by Designでガ

イドブックを使って欲しい。そういったところに企業内弁護士で

あったり、外部の有識者が関わってくるということもあるだろう

と思う。また、非常に大きな企業になると、グループ企業がグ

ローバル展開している場合もあり、それぞれの国でルールにきち

んとコンプライしているのか、あっちの国でコンプライしている

ことと、こっちの国でやろうとしていることが矛盾抵触すること

になっていないかということも含めて、部門間・企業間の情報の

通訳・翻訳や外部の環境変化を企業内部に変換して取り入れてい

く役割が、企業内外の弁護士であったり、マネジメントの専門家

であったりということだろうと思う。その際に、情報を変換する

際の拠点として、ガイドブックを使ってもらえるといいのではな

いかと思う。」と述べられた。

平岩久人氏は、「コンサルタントの基本的な役割としては、何

よりもまず課題の解決とその支援だと思う。プライバシーガバナ

ンスの実装においては、その課題は極めて多様である。体制の構

築・整備ができない、ルールの策定をどのように作っていけばい

いのかよくわからない、個々のサービスやプロダクトのリスク管

理など、非常に多岐にわたる課題を企業は抱えている。コンサル

タントとして、コンサルティングないしは助言をしていくにあ

たっては、企業ごとに様々な状況にあるので、必ず念頭に置かな

ければならないことは、使える既存の体制、人員のレベルなど、

クライアントの課題や実情に即したソリューションと知見を提供

し、それを通じてクライアントと一体となって、プライバシーガ

バナンスを構築・推進していくことが第一義に求められていると

思うし、そうした期待が非常に大きなものになっていると日々感

じている。」と述べられた。

森亮二氏は、「企業がプライバシーを守って、炎上しないよう

に行動できている要因として、すごく優秀な人達が頑張っている

からという状況では、内部統制はできていないということになる

と思う。内部統制は仕組みなので、人に頼らない仕組みができて

いることが重要で、仕組みができているといえるためには、人が

変わっても継続して、同じような安全な仕組みが保たれている必

要があり、簡単に引継ぎができる状態になっていなければいけな

い。裁判所では、企業の規模や性質に応じたリスク管理体制を内

部統制の定義としている。ガイドブックは事例も豊富なので、参

照いただいて、全体としてサステナブルな体制を維持していただ

ければと思う。また、大局的なこととして、企業は、個人のデー

タを個人との接点で大量に取得し、利活用するので、企業のプラ

イバシーガバナンスなくして、世の中全体のプライバシーの保護

は達成されないと思う。消費者や利用者が、企業にデータを預け

るのは怖いということになると、社会全体のDXが進まず、

Society5.0にならないので、企業がプライバシーガバナンスを構

築できるか否かに大きくかかっていると思う。」と述べられた。

板倉陽一郎氏は、「組織の中が、どのような力関係になってお

り、どのような意思決定の過程で動いているのかを聞かないとい

けない。例えば、規定を直してくれと言われても、この文章で何

をしたくて、誰を説得したら良いのかを考える必要がある。その

時に弁護士の名前を出した方が良いのか、出さない方が良いのか、

他の部を説得すれば良いのか、もうちょっと偉い人の名前を借り

てくれば良いのかというようなことを聴いてやらないと、企業の

中は進まない。現状できていない理由を法務部の担当者は分かっ

ている。
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分かっているが、伝統で変えられない就業規則というようなもの

があり、そのようなポイントを見定めた上でできる範囲のことを

やるわけだが、その時に弁護士を悪者にした方が良いのであれば、

「弁護士が違法だと言っている」と弁護士を悪者にしていただけ

れば良いし、ガイドブックは強制力のある文書ではないが、担当

役員の性格なども見定め、法律のプロが相手でなければ「政府が

言っているのでやりましょう。」で押し切れる場合もある。逆に、

「ここは強制ではないので、どっちでもいいです。」というのも

嘘ではない。嘘ではない範囲で、意思決定のポイントを見定めな

がらアドバイスしていくことが弁護士の入る意味である。「ガイ

ドラインやガイドブックではこうなっているのでやりましょう」

というのは弁護士の仕事ではない。そんなことはAIでもできる。

それぞれに合わせて、どうやったら上手くいくのか。担当者も上

手くいけば良いと思っているけれども、我々は法人と契約するの

であるら、会社全体がどうやったら上手くいくのかを担当者と話

す必要がある。今回はここまでしかできないのであれば、次はこ

こからということもあり得るが、弁護士は、顧問であっても押し

かけていくことはできない。次にやる部分は、別の弁護士に依頼

しても良いだろうし、有識者会議を設置しても良いが、トータル

で会社の役に立っていくという姿勢が大事である。」と述べられ

た。

日置巴美氏は、「いまどのような案件として受任しているかを

意識した方が良い。ガバナンス側から聞かれているのか、事業部

等の事業推進側から聞かれているのか、法務等のリスク管理側か

ら聞かれているのかというところと、どの段階にあるのか、最初

のルールと組織体制づくりのところなのか、もっと幅広にリスク

マップを作るという話なのか、リスクの程度を図るためにPIAの

基準を作ると言われているのか、事後的な照会なのかなど、段階

に応じて考えていかなくてはならない。あとは、リスクが発生し

そうな時やリスクマップとリスク管理の評価軸を作った時に、回

避・転嫁・軽減・受容といった観点からどのようなサジェストを

行うのかということは、いま自分が置かれているところと案件の

性質を見定めないと、クライアントが社内で判断し得るようなア

ドバイスができない。このようなアドバイスを行っていくために

は、総合力が問われる。私の場合だと、個人情報保護法とそこか

ら派生するものという形で見てきたが、危機管理セクション、監

査、コーポレートの先生方はそれぞれ自分たちのポジションから、

これまで案件に携わってきており、様々な知見をプールしている

ので、プラクティスグループのような横軸のグループを法律事務

所側でも作るとか、個人でやられている先生方であれば、専門性

の高い先生方と組んで対応していくとか、そうした派生の仕方を

した方が企業のニーズにマッチする提案・サポートができるので

はないかと思う。」と述べられた。

佐藤一郎氏より、「是非、プライバシーガバナンスを企業に導

入していただきたいですし、その際にはガイドブックを利用して

もらえればと思っている。ある意味でつまみ食いでもいいので、

消費者に関わるデータを扱う部門や子会社からでも、まずは、実

験的に導入するという方法で、実践することが大事だと思う。」

と述べられた。

- 視聴者へのメッセージ

最後に、パネラーより視聴者に向けたメッセージとして、一言

いただいた。

平岩久人氏は、「講演の中でも最後に少し触れたが、これから

のデジタル社会やデジタルエコノミーでは、特にデータの利活用

は、自社や自社グループだけに閉じることがなくなり、よりオー

プンにデータが流通していく、あるいは複数の企業が一緒になっ

てイノベーションに取り組んでいくという方向性になるのではな

いかと思う。その際、各企業が構築・運用しているプライバシー

ガバナンスが相互に接続されるようなイメージで、信頼を確保す

る仕組みそのものが、ある種の社会インフラの一つのような形で

機能していくのではないかと想像している。もしそうであれば、

当事者である企業とは別の立場で、
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第三者的に、客観的に助言・意見することができる専門家として

弁護士、学識経験者、監査の専門家などの役割はより一層大きく

なっていくのではないかと思う。そのような外部の専門家、ス

テークホルダーも含めて、プライバシーガバナンスの取組がさら

に広がっていくことを期待している。」と述べられた。

森亮二氏は、「仕組みの継続性という点で、そこまで大きな企

業ではないが顧問をしているところで、ガイドブックで言うとこ

ろの保護責任者と私と何人かの担当で四半期に１回１時間の会議

を行っている。その際、企業側のアップデートした内容を伺うと

ともに、私の方からは個人情報保護法違反ではないが炎上した事

案等に関する外部の情報をお伝えするようにしている。消費者代

表がいて、研究者がいて、弁護士がいてというようなアドバイザ

リーボードというほどのものではなくても、定期的にやることだ

け決めて、意見交換や進捗確認を行うというやり方もあると思

う。」と述べられた。

板倉陽一郎氏は、「ガイドブックの強烈な使い方として、ガイ

ドラインが段々定着してくると裁判規範にもなってくる。その時、

攻める側（損害を受けた側）に立って、我々がやる場合、企業に

対する損害賠償請求と取締役に対する損害賠償請求をまとめて

やっても訴額は同じなので、余程無理でなければ、違法でなけれ

ば、被告として並べて請求する。これは結構効く。冗談ではなく、

ちゃんとやっていないとそろそろ違法になる。これだけ「○○ガ

バナンス」がたくさんあるのに、全然興味も示さず、取締役会に

も断られましたと内部からリークされたら負けると言っても良い

と思う。弁護士は色々なことができるので、個人情報保護委員会

への相談についていくとか、親会社との会議に入るであるとか、

何でも頼めるので聞いてみてくださって良いと思う。会計士もコ

ンサルタントもやることが決まっているわけではないので聞いて

みても良いと思う。第三者の意見を聞くことは結構ある。私は自

治体のセキュリティをお手伝いしたこともあるが、弁護士がつい

ていくと「しょうがないか」と話を聞いてくれたりする。専門家

というのは、様々な使い道があり、腹を割って言っていただける

とやってくれると思うので、そんなことを意識しつつ、プライバ

シーガバナンスガイドブックを見ながら、ここを手伝ってもらお

うかなというところを言っていただければいいと思う。」と述べ

られた。

日置巴美氏は、「弁護士だけでなく、コンサルタントの方も監

査の方もですが、アドバイザリーボードに呼ばれた時と、プライ

ベートプラクティスに呼ばれた時とでは立ち位置が異なると思う。

アドバイザリーボードであれば、一歩引いて俯瞰してお話をさせ

ていただくという形で少し距離ができると思うが、他方、プライ

ベートプラクティスでご依頼をいただいて、事務局のサポートを

するというようなときは、本当に伴走しながら、問題を解決する

ためにどうするのかを考えるので、そういう観点があるというこ

とが一つ。裏を返すと、ご依頼いただく場合には、その観点を踏

まえてご依頼いただくというのが一つあるのかなと思う。また、

案件がなかなか収斂していかないということがこの分野ではよく

あるのかなと思う。その悩みも専門家側にお話しいただいた方が、

よりその社に沿った問題解決やサポートができるのではないかと

思うので、ご依頼される側も、ご依頼いただく側もその辺りの共

通の目線が持てると良いと思う。」と述べられた。

宍戸常寿氏は、「今回のセミナーでは、弁護士関係、監査関係、

会計士やリスクマネジメントの団体など非常に多くの組織・団体

の方々に後援いただいているので、取締役員や執行役員などのエ

グゼクティブマネジメントの方々にお伝えしたいと思う。先程来、

板倉先生、日置先生、森先生、平岩様からお話があったこととい

うのは、要するに外部や専門家の知恵を使うというのは、企業の

情報であったり、指揮命令系統の一番のポイントはどこか、何が

足りていないか、どこを活かせば有効かということを突くという

ところがある。そういった方を社内外で使っていただくというこ

とが、プライバシーやガバナンスのような未確定の問題において

は特に求められることではないかと思う。私はかつて公共的な団

体の外部委員をしていて、その時にはかなり厳しいことを個人情

報についても申し上げることがあったが、トップの方、
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その次の方とお話をした際に、“いつも厳しいことを言ってすみま

せん。”と言ったら、“むしろ言ってくれた方がありがたい。”と言

われた。それは、比較的縦の部分はよく見え、上に情報が上がっ

てくるが、それだけでは見切れない部分があるからであり、横串

が通っていて、そこから良いことも含め、アラートや状況が上

がってくることがとても大事だと言われ、大組織の経営というも

のはそういうことなのかと思った記憶がある。おそらく今問題に

なっているプライバシーガバナンスの問題もそういうところがあ

るだろうと思う。プライバシー保護責任者を置く、プライバシー

組織を置くといっても、社の中ではよく認識されていないとか、

あそこが言うとうるさいなということで迂回してくるような場合

もある。そういう時に必要になるのが、トップマネジメントの姿

勢であり、“あそこには聞いたのか。”と言えるような組織を作っ

て、大事にするという企業の文化を醸成できるのは、トップの

方々だけだと思うので、お願いしたいと思う。」と述べられた。

最後に、本日のモデレータを務められた佐藤一郎氏より、「プ

ライバシーへの対応というのは、企業の活動と相反するところが

ある。ただ、プライバシーにきちんと対応しないと、消費者から

信頼を得られず、結果としてデータを得られない、商品・サービ

スが売れないというところに跳ね返ってくるところがあるので、

積極的に取り組むということは企業にとっても重要である。プラ

イバシーへの対応というのは、手間やコストではなく、商品・

サービスの品質を上げるということでもあり、プライバシーをき

ちんと保護することが競合他社に対する差別化にもつながってい

る企業も出てきている。そういう意味で、プライバシーへの対応

は企業価値になるものだと認識している。その観点で、企業への

導入が進めば幸いである。ガイドブックに関しては、今後も引き

続き充実させていくところだが、大きく内容を変えるということ

は、少なくとも来年度に関してはないと思っているので、現状の

バージョンを参考にしていただいて、企業の皆様に導入していた

だければ幸いである。」として、パネルディスカッションを締め

括られた。

話題提供
世界の潮流、企業に求められる今後の期待
- Dr. Ann Cavoukian（Executive Director of the 

Global Privacy and Security by Design 
Centre）

世界の政府機関や民間企業で広く採用されているプライバ

シー・バイ・デザイン（Privacy by Design）を提唱され、世界的

にもプライバシー保護の第一人者として知られるアン・カブキア

ン博士（Dr. Ann Cavoukian）より、次のように話題提供いただ

いた。

「プライバシー・バイ・デザインは“事前的”であり、プライバ

シー侵害が起きないよう予防的に取り組むことである。運用設計

時にあらかじめプライバシー保護の仕組みを組み込むことで、お

客様や市民の人たちに「プライバシーが自動的に守られる仕組み

になっている」と伝えられるようになり、信頼できる関係を作り

上げることができる。監視が当たり前になり、プライバシーが危

機に陥り社会から信頼が失われている中だからこそ、プライバ

シー保護が重要である。こうした背景の下、プライバシーを保護

する仕組みとして、大手企業が中心となって個人識別データを保

護する分散型IDの開発導入を進めていることが注目される。また、

組織全体のデータの流れを記したデータマッピングを実施し、利

用者の同意を得ないままデータの二次利用が行われていないか等

のチェックを行うことも必要である。プライバシー保護に積極的

に取り組み、それを周囲に伝えることで、プライバシー・バイ・

デザインを通してデータ利用とプライバシー保護のWin-Winの関

係を創造できる。」とお話しいただいた。

（以上）
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